
 

 

 

 

 

 

 

 本条例は、手話が言語であるとの認識に基づいて、基本理念、県の責務、

県民等及び事業者の役割などを定めています。 

ろう者の皆さんが手話により意思疎通を行う権利が尊重されるととも

に、ろう者とろう者以外の皆さんがお互いに理解し共生する富山県づくり

をめざします。 

※「手話」とは、ろう者が意思や感情等を手や指の動き、表情などによ  

り視覚的に表現する言語です。 

 

 2017 年、国連総会で 9 月 23 日を「手話言語の国際デー（ International Day of Sign 

Languages）」と宣言する決議が採択されました。手話言語が音声言語と対等であることを認め、ろ

う者の人権が完全に保障されるよう、国連加盟国が社会全体で手話言語についての意識を高めるため

の手段を講じることを促進するとしています。 

 

◎遠隔手話通訳サービスの提供 

 

 

 

 

 

 

 

◎手話の普及活動への補助 

 

 

 

 

 

 

◎手話通訳試験受験料の助成 など 

  

あなたの街、会社、団体等に 

手話学習の講師を派遣します。 
～手話普及活動促進事業のおしらせ～ 

令和元年度から社会福祉法人富山県聴

覚障害者協会が県から委託を受けて実施

しています。県内の企業、法人、自治会な

ど団体からの依頼に応じ、「出前手話講座」

を開催します。 

〈申込みのための条件〉 

①15,000 円／1 回補助、５回まで 

②時間は１時間以上、３時間まで 

③受講料は無料（教材費は自己負担あり） 

派遣する講師は、ろう講師と聞こえる講

師の 2 名です。 

お問い合わせ及びお申込みは、 

社会福祉法人富山県聴覚障害者協会へ。 

９月 23日は「手話言語の国際デー」 

富山県手話言語条例に係る施策について 

富山県手話言語条例とは・・・ 平成 30年４月１日施行 
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社会福祉法人富山県聴覚障害者協会  富山県聴覚障害者センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おぼえよう 手話言語 

知っていただきたいこと 

ありがとう がんばる・元気 お疲れ様 大丈夫 

どうしましたか？ よろしくお願いします。 はじめまして 

情報やお問合せ先は下記のとおりです 

〈問合せ〉 〒930-8501 富山県厚生部障害福祉課  富山市新総曲輪 1 番 7 号 

TEL 076-444-3212  FAX 76-444-3494  E-mail:ashogaifukushi@pref.toyama.lg.jp 

〒930-0806 社会福祉法人富山県聴覚障害者協会  富山市木場町 2 番 21 号 

TEL 076-441-7331  FAX 076-441-7305  E-mail:info@tomichokyo.or.jp 

 

聞こえない、聞こえにくいことから情

報やコミュニケーションのバリアに直

面している聴覚障害者の福祉向上、バ

リアフリー社会の実現に向けて、様々

な活動をしています。 

http://www.tomichokyo.or.jp

/index.html 

手話通訳者・要約筆記者等養成

や派遣、相談支援、字幕・手話入

り映像の制作・貸出、研修室や

情報機器の貸出、手話の普及、

情報発信などを行っています。 

開所時間：9:00～17:30／休館日：月曜日、祝日、年末年始 

http://www.tomichokyo.or.jp/index.html
http://www.tomichokyo.or.jp/index.html

